
 

令和７年度 

上尾市職員（特定任期付職員） 

募集案内 
（令和８年４月１日以降採用予定） 

 

 

 
 

【募集職種及び採用予定人数】 
 

 

 

 

 

 

 

 

※採用時期は、業務に支障のない範囲において調整することとします。 

※勤務実績等により採用した日から５年度を限度に本人の同意を得て任期を延長できることとします。 

 

 

【申込受付】 
 

随時受付（郵送） 
※必ず簡易書留で送付してください。なお、持参受付は行いません。 

  

 

募集職種 
採 用 

予定 人数 任 期 ※ 

弁護士 

（スクールロイヤー） 
1人 

１年間 

（令和８年４月１日以降） 

上 尾 市 
 

募集職種 

弁護士（スクールロイヤー） 

 

「特定任期付職員」とは、採用時に任期を定めて採用される職

員のことで、特に高度な知識等を有する職として採用するも

のです。 



１ 募集職種・採用予定人数・受験資格 

募集職種 
採用 

予定人数 
受  験  資  格 ※注１ 任 用 期 間 

弁護士 

（スクールロイヤー） 
１人 

次の①または②の条件を満たす者 

 

①試験申込時に、弁護士資格を有し、弁護士

名簿に登録している者のうち、令和８年４

月１日現在で弁護士として２年以上の実

務経験がある者 ※注２ 

 

②令和８年４月１日までに、弁護士資格を有

する見込みの者 

令和８年４月１日以降 

※注３ 

 

注１ 次のいずれかに該当する者は受験できません。 

    １．日本国籍を有しない者 

    ２．地方公務員法第１６条に規定する欠格条項のいずれかに該当する者（採用試験申込書の裏面参照） 

    ３．弁護士法第７条に規定する欠格条項のいずれかに該当する者（採用試験申込書の裏面参照） 

※外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法における「外国弁護士」および「外国法事務弁護士」は、 

弁護士として対象になりません。 

注２ 実務経験が複数の場合は通算することができますが、同一期間内に複数の実務に従事した場合はいずれか一方の

みの実務経験に限ります。※合格後、応募資格を満たすことを証明する書類の提出が必要になります。 

注３ 採用予定は、原則として令和８年４月１日ですが、離職等の事情により同日からの勤務が困難な場合は、相談に応

じます。 

 

 

２ 職務内容及び配属先 

職 務 内 容 配 属 先 

１ 職員からの法律問題に関する相談 

２ 学校等からの法律問題に関する相談 

３ 指定代理人として訴訟事件、調停等の対応 

４ 行政不服審査法による審査請求の審理員としての業務 

５ 債権管理に関する指導及び助言 

６ 職員向けの法務研修の講師 

７ その他、コンプライアンスの推進や市への不当要求行為等のトラブル予防

など、弁護士としての知識と経験が活かされる業務 

上尾市教育委員会事務局 

 

 

３ 主な日程・試験会場・合格発表 

試験等 試験種目・日時会場等 合  格  発  表 

第１次試験 
書類選考（提出書類による選考） 
※申込書類に基づき、職務遂行に必要な経歴等について審査します。 

合否に関わらず受験者
に文書で通知します。 

第２次試験 

人物試験（個人面接） 

【 日 時 】書類選考の結果通知後に調整します。 

【試験会場】上尾市役所 

合格者には文書で通知

します。 



健康診断・ 

事前説明会 

人物試験に合格した方については、医学的検査及び事前説明会

を行います。 
 

※ 第２次試験の合否については、上尾市ホームページへの受験番号の掲載および文書で通知（合格者のみ）します。 

※ 合否についての照会には一切応じられません。 

※ 都合により試験内容が追加・変更になることもありますので、ご了承ください。 

※ 健康診断の結果において「勤務に支障がある」場合などは、最終合格とならないことがあります。 

 

 

４ 申込手続及び受付期間 

提 

出 

書 

類 
※注１ 

① 採用試験申込書 

② 職務経歴書 

③ 自己紹介書 

④ 顔写真１枚 
写真は採用試験申込書の指定欄に貼り付けること。最近６ヵ月以内に撮影した上半身脱帽正面向きの

もの（縦４㌢×横３㌢・白黒可）。 

⑤ 弁護士登録証明書の写し（A4サイズに拡大又は縮小すること） 

申 

込 

方 

法 

郵送 
※注２ 

郵 送 先 
〒３６２－８５０１ 上尾市本町三丁目１番１号 

上尾市総務部職員課 人事給与担当 

受 付 期 間 随時 （市ホームページでの本募集案内の掲載期間中） 

郵 送 方 法 
申込封筒の表面に「採用試験申込書在中」と明記し、必ず簡易書留で郵送

してください。 

注１ 提出書類に不備がある場合、受付はできません。また、受付後の提出書類は一切返却しません。 

   なお、①～③は当市指定の様式となります。（市ホームページからダウンロードできます。） 

注２ 申込方法は郵送のみとなり、持参での受付は行いません。 
 

 

５ その他注意事項等 

（１） 受験資格の有無、提出書類の記載事項に不正があった場合、最終合格発表後採用日までに弁護士資格を

喪失した場合又は弁護士名簿から登録を抹消された場合など弁護士法第７条の規定に該当することとな

った場合や地方公務員法第１６条に該当することとなった場合には、合格を取り消すことがあります。 

（２） 申込受付後は受験の有無にかかわらず、応募書類はお返ししませんのでご了承ください。 
（３） 申込書の記載事項に不備のある場合には、受付できないためお返しする場合があります。このために生じ

た申込の遅延等又は郵送事故については、一切の責任を負いかねますので、申込手続きには十分注意して

ください。（受付期限後の受付はいたしません。） 
（４） 採用内定後、職務経験確認のため、在職証明書の提出をお願いすることがあります。 
（５） 採用決定者については、採用決定後に略歴等を公表することがあります。 
 

 

６ 勤務条件等について 

（１） 任期 
原則、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの１年間になります。ただし、採用時期の変更を希望

される場合は、業務に支障のない範囲において調整することとします。 
※勤務実績等により採用した日から５年度を限度に本人の同意を得て任期を延長できることとします。 

 

 

 

 



（２） 役職・給与 

受験資格 役職 号給 給料月額 地域手当 合計額 

① 副参事（次長）職 ４号給 ５５５，０００円 ４４，４００円 ５９９，４００円 

② 主席主幹（課長）職 ２号給 440，０００円 35，２００円 475，２００円 

※ 本職は、特定任期付職員としての採用になります。 

※ 給料、地域手当以外に、通勤手当、期末勤勉手当、退職手当が支給されます。 

※ 昇給はなく、扶養手当、住居手当、時間外勤務手当、管理職手当、休日勤務手当や夜間勤務手当の支給はありません。 

※ 表中の地域手当の額は令和８年４月１日時点のものです。 

 

（３） 勤務時間及び休暇制度 
１． 勤務時間は、原則として、午前８時３０分から午後５時１５分までです。 

２． 休日は、原則として、土曜日、日曜日及び祝日並びに１２月２９日～翌１月３日です。 

３． 休暇は、年間最大２０日の年次有給休暇、結婚・忌引・出産等の場合に与えられる特別休暇及び疾

病や負傷等の場合に与えられる病気休暇等があります。 

 

（４） 服務について 
任用期間中は、地方公務員法の規定により公務に専念することとなり、営利企業等の従事制限など地方

公務員の服務に関する規定が適用されます。 
※任期中は、営利企業等への従事（弁護士活動を含む。）は認められませんので、採用期日までに現在行っている弁

護士業務については原則として停止していただき、退職、役員退任等の手続きを終える必要があります。（弁護

士登録を抹消する必要はありません。） 

 

（５） 採用後について 
採用後、６か月間は条件付採用期間（試用期間）となり、その期間良好な成績で勤務した場合は正式採用

になります。 

 

（６） 福利厚生について 
市町村職員共済組合員として、全国の公務員共済施設等を利用できるほか、テーマパーク等の割引、物

品購入や住宅取得の貸付制度等があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【上尾市の採用情報】 

採用情報ページ https://www.city.ageo.lg.jp/page/376266.html  

 

【この試験についてのお問い合せ先】 

上尾市役所総務部職員課 人事給与担当 

〒362‐8501 上尾市本町三丁目１番１号    電話（048）775‐5112（直通） 

 
 

https://www.city.ageo.lg.jp/page/376266.html

